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８東彼杵町条例第５号 

  

東彼杵町デマンド交通の運行に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  

令和８年３月２５日 

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎 
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東彼杵町デマンド交通の運行に関する条例の一部を改正する条例 

東彼杵町デマンド交通の運行に関する条例（令和７年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 

改正後 改正前 

別表第１（第６条第１項関係） 別表第１（第６条第１項関係） 

町内移動 200円 

嬉野市との往

来 

町外在住者 600円 

町内在住

者 

旧大楠小区（法音寺、菅無田、

坂本、中尾、太ノ原、太ノ浦地

区）以外の乗降場所からの乗降 

400円 

旧大楠小区の乗降場所からの乗

降 
200円 

 

町内移動 嬉野市との往来 

200円 600円 
 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


